
NO 122
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 47,210 47,210 100.0% 平成３０年度 13,270 13,270 100.0%

令和元年度 48,980 48,980 100.0% 令和元年度 13,690 13,690 100.0%

令和２年度 51,140 － － 令和２年度 14,010 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 教育委員会事務局学校教育部  学務課

 １ 事業名 学習活動支援保護者負担軽減事業（学務課）  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 ５　   明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ⑤ 　　安全・安⼼で魅⼒ある教育環境の整備 平成３０年度 46,122 -334 0

 ３ 政策名 (18)　子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する 年度 当初予算額 流用

45,788 43,145 94.2%

 ５ 事業説明文 令和元年度 46,230 2,861 0 49,091 47,058 95.9%

保護者の教育費⽤の負担を軽減し、幼児・児童・生徒の学習活動をサポートすることで、魅⼒ある学校・幼稚園づくり
や子どもたちの健やかな育成を支援します。特別栽培農産物（減農薬・減化学肥料）の提供は、安全で質の⾼い学
校給⾷の提供に繋がるとともに、保護者への給⾷費負担を軽減し、⽂科省より週３回以上⾏うことが望ましいとされる
米飯給⾷の推進にも寄与しています。

令和２年度 47,292 － － － － －

財源内訳

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和元年度 100.0% 0 0 0

平成３０年度 100.0% 46,122 0 0

0 0

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

 ７ 事業内容

保護者の教育費⽤の負担を軽減し、幼児・児童・生徒の活動等をサポートすることは、子どもたちの健やかな育成に寄与して
います。
安全性が担保された特別栽培農産物の精米の購⼊は、保護者にも安⼼いただける学校給⾷の提供を⾏うことができていま
す。また、米飯給⾷を中⼼とした日本の⾷⽂化への関⼼を深める意味でも⾷育の効果があります。国が進める米飯給⾷の推
進に寄与し、安全安⼼な学校給⾷の提供を通じて、⾷育も推進します。特別栽培米の単価については納⼊事業者と交渉し
ます。

・学校給⾷【対象経費】　※児童・生徒１⼈あたりの精米の年間必要量の約1/2程度（標準⾷品構成表に基づく給⾷摂取基準量
から算出）※公費負担の精米の購⼊⾦額は1ｋｇあたり385円、保護者からの給⾷費で購⼊する精米の1ｋｇあたり約360円　※
購⼊する精米は、３年に１度、栄養⼠や校⻑、学務課⻑等で組織される学校給⾷推進連絡会において、農薬・化学肥料の使⽤
状況、保管方法、精米工場に加え、放射能検査などの項目を審査し、選定しています。
・小学校移動教室【対象経費】　施設⼊場料・⼊館料　一⼈当たり1,000円 ・小学校夏季学園【対象経費】　施設⼊場料・⼊館
料　一⼈当たり400円
・中学校移動教室【対象経費】　体験学習費　一⼈当たり6,000円 ・中学校夏季学園【対象経費】　体験学習費　一⼈当たり
6,000円
・卒業アルバム作成費補助　小学校1校当たり180,000円　在籍児童数21⼈以上の場合、児童一⼈当たり1,000円を加算
中学校1校当たり110,000円　在籍生徒数21⼈以上の場合、生徒一⼈当たり2,000円を加算
・幼稚園における未就園児施設園庭開放事業⽤消耗品購⼊補助　1園当たり約94,000円

 ８ 事業実績・指標

保護者の教育費⽤の負担を軽減し、幼児・児童・生徒の学習活動をサポートすることで、魅⼒ある学校・幼稚園づくり
や子どもたちの健やかな育成を支援しています。具体的には、特別栽培米の支給や移動教室、卒業アルバム等への費
⽤補助などを実施しています。特別栽培農産物の精米は、平成15年度から購⼊・支援していますが、平成18年度から
学習活動支援保護者負担軽減事業の一環となりました。その他の事業は、平成18年度から実施しています。

令和２年度 100.0% 47,292 0

46,230

指標１
年間精米消費量(小学校：kg)

指標２
年間精米消費量(中学校：kg)  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

給⾷の質の確保や保護者の負担軽減の目的を踏まえ、引き続き、現⾏の提供内容を維持することから「継続」評価とします。

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

特になし



NO 123
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 2,480 2,497 101% 平成３０年度 12,200 12,685 104.0%

令和元年度 2,700 2,681 99% 令和元年度 12,900 13,809 107.0%

令和２年度 2,985 － － 令和２年度 13,809 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 教育委員会事務局学校教育部  学務課

 １ 事業名 防犯啓発・緊急情報配信事業      １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 ５　明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

通学路等における安全確保のために、新⼊学児童及び希望する児童・生徒に携帯防犯ブザーを配付します。
学校・園から保護者へ緊急情報伝達の手段として、正確かつ迅速な方法の一つとして緊急メールを配信します。

平成３０年度 3,029 0 0 3,029

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

2,981 98.4%

令和元年度 3,510 0 0 3,510 3,485 99.3%

－ － －

・防犯ブザーの配付（貸与）
登下校時の安全対策として、平成15年度に区⽴小中学校児童生徒に携帯⽤防犯ブザーを配付し、以降、区⽴小学
校新⼊学児童全員に、⼊学式で配付しています。
・緊急メール配信
平成17年度から、児童・生徒の安全確保のため、配信を希望する区⽴小・中学校の保護者へ緊急時に不審者情報
等を配信する緊急メール配信システムを稼働しました。
平成24年度から、災害時の安否確認ができる仕組みに更新しました。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 3,507 － －

その他

平成３０年度 100.0% 3,029 0 0 0

令和元年度 100.0% 3,510 0 0 0

令和２年度 100.0% 3,507 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

各小学校において、使⽤方法について指導するとともに、ランドセルに装着して携帯するよう指導しているため、区⽴小学校児
童は防犯ブザーを携帯して登下校しています。
また、不審者対策だけでなく、地震等の災害に巻き込まれてしまった場合にも、周囲に居場所を知らせる手段として活⽤可能
です。
令和3年度の防犯ブザーの配布にあたっては、保護者や学校の意向を確認するなど、希望する児童に適切に配布できるよう⾒
直します。

 ８ 事業実績・指標

 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

防犯ブザーについて、保護者や学校の意向を確認するなど、希望する児童への配布に⾒直すことで業務改善を図ることから、
「縮小・一部廃止」と評価します。

港区学校教育推進計画、学校保健安全法、交通安全対策基本法

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 （18）子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する

 ４ 施策名 ⑤　安全・安⼼で魅⼒ある教育環境の整備

指標２
緊急メール配信メールアドレス登録数

・防犯ブザーの配付
毎年度初めに区⽴小学校へ新⼊学する児童に対し防犯ブザーを配付しています。私⽴小学校等の児童・生徒につい
ては希望者に対し、学務課または各学童クラブ、児童館、子ども中⾼生プラザを通し配付しています。
・緊急メール配信
園児・児童・生徒の安全のため、配信を希望する保護者へ緊急時に不審者情報等を配信するメール配信を実施してい
ます。災害時には、安否確認も可能です。

指標１
防犯ブザー配布数（交換含む）



NO 124
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 2 2 100.0% 平成３０年度

令和元年度 2 2 100.0% 令和元年度

令和２年度 2 － － 令和２年度 － －

 ３ 政策名 （18）子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する

 ４ 施策名 ①　「徳」「知」「体」の育成

指標２

学校の教育活動の充実に役⽴てるとともに、児童・生徒の知的活動を増進し、⼈間形成や情操を養うための場として学
校図書館の充実を図るため、全校に導⼊した学校図書館システムについて、業者に委託し機器の保守や業者が実施す
る管理⽤ソフトウェア操作研修のサポート及び図書の購⼊・廃棄を⾏っています。
・図書の購⼊実績　令和元年度︓約9,000冊　　図書の廃棄実績　令和元年度︓約5,800冊
・契約内容︓学校図書館システムの保守委託、ToolIS賃貸借、学校図書館図書購⼊の基本的事項に関する契
約、廃棄図書のリサイクル業務委託、７⽉と１⽉の年２回、学校教諭や学校司書向けのシステム操作研修を開催
・対象︓港区⽴小学校　　契約方法︓年間契約及び随意契約

指標１
図書館システム操作研修の開催数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

学校図書館システムのシステム操作研修について、集合研修を廃止し、ＤＶＤを活⽤した研修にすることで業務改善を図る
ことから、「縮小・一部廃止」と評価します。

学校教育法、学校図書館法、子どもの読書活動の推進に関する法律、⽂字・活字⽂化振興法

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

21,374 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

児童の教育環境を充実させるために図書の購⼊や、ニーズにあった図書を整備するためにシステムを効果的に活⽤しています。
年2回⾏っているシステム操作研修は、研修⽤に作成したＤＶＤを活⽤し、教員向け研修を⾏うことから、集合研修は廃止し
ます。なお、図書やシステムに関する知識を有する学校司書及び図書館支援員と学校教諭が協⼒し、授業での学校図書館
の活⽤を推進していきます。

 ８ 事業実績・指標

その他

平成３０年度 100.0% 19,723 0 0 0

令和元年度 100.0% 64,624 0 0 0

令和２年度 100.0%

－ － －

平成18年度に全小学校に学校図書館システムを導⼊し、図書の情報や利⽤者の情報をデータ管理することで、図書
館運営の効率化を図るとともに、学校教諭、学校司書及び学校図書館支援員が定期的な蔵書の点検を⾏い、子ども
の個性を生かす図書の整備を⾏っています。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 21,374 － －

98.6%

令和元年度 64,624 0 0 64,624 52,359 81.0%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

本事業は、児童の知的活動を増進し、⼈間形成や情操を養うための場を提供することを通じて、学校の教育活動の充
実を図ることを目的としています。平成17年度から蔵書充実のための経費を計上し、児童のニーズに応える図書や学習
で利⽤できる図書資料を整備しています。さらに、蔵書をデータベース化した学校図書館システムを全小・中学校に導⼊
し、学校図書館の機能向上を図っています。

平成３０年度 19,723 84 0 19,807

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

19,527

 ２ 基本政策 5　明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 教育委員会事務局学校教育部　学務課

 １ 事業名 小学校学校図書館運営                                         １０ 事業費の状況



NO 125
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 2 2 100.0% 平成３０年度

令和元年度 2 2 100.0% 令和元年度

令和２年度 2 － － 令和２年度 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 教育委員会事務局学校教育部　学務課

 １ 事業名 中学校学校図書館運営                                         １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 5　明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

生徒の知的活動を増進し、⼈間形成や情操を養うための場を提供することを通じて、学校の教育活動の充実を図ること
を目的としています。平成17年度から蔵書充実のための経費を計上し、生徒のニーズに応える図書や学習で利⽤できる
図書資料を整備しています。さらに、蔵書をデータベース化した学校図書館システムを全小・中学校に導⼊し、学校図書
館の機能向上を図っています。

平成３０年度 7,260 27 0 7,287

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

7,263 99.7%

令和元年度 15,752 -3,461 0 12,291 12,046 98.0%

－ － －

平成18年度に全中学校に学校図書館システムを導⼊し、図書の情報や利⽤者の情報をデータ管理することで、図書
館運営の効率化を図るとともに、学校教諭、学校司書及び学校図書館支援員が定期的な蔵書の点検を⾏い、子ども
の個性を生かす図書の整備を⾏っています。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 8,140 － －

その他

平成３０年度 100.0% 7,260 0 0 0

令和元年度 100.0% 15,752 0 0 0

令和２年度 100.0% 8,140 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

児童の教育環境を充実させるために図書の購⼊や、ニーズにあった図書を整備するためにシステムを効果的に活⽤しています。
年2回⾏っているシステム操作研修は、研修⽤に作成したＤＶＤを活⽤し、教員向け研修を⾏うことから、集合研修は廃止し
ます。なお、図書やシステムに関する知識を有する学校司書及び図書館支援員と学校教諭が協⼒し、授業での学校図書館
の活⽤を推進していきます。

 ８ 事業実績・指標

 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

学校図書館システムのシステム操作研修について、集合研修を廃止し、ＤＶＤを活⽤した研修にすることで業務改善を図る
ことから、「縮小・一部廃止」と評価します。

学校教育法、学校図書館法、子どもの読書活動の推進に関する法律、⽂字・活字⽂化振興法

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 （18）子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する

 ４ 施策名 ①　「徳」「知」「体」の育成

指標２

学校の教育活動の充実に役⽴てるとともに、児童・生徒の知的活動を増進し、⼈間形成や情操を養うための場として学
校図書館の充実を図るため、全校に導⼊した学校図書館システムについて、委託業者が実施する管理⽤ソフトウェア操
作研修のサポートや図書の購⼊・廃棄を⾏います。
・図書の購⼊実績　令和元年度︓約3,800冊　　図書の廃棄実績　令和元年度︓約5,000冊
・契約内容︓学校図書館システムの保守委託、ToolIS賃貸借、学校図書館図書購⼊の基本的事項に関する契
約、廃棄図書のリサイクル業務委託、７⽉と１⽉の年２回、学校教諭や学校司書向けのシステム操作研修を開催
・対象︓港区⽴中学校　　契約方法︓年間契約及び随意契約

指標１
図書館システム操作研修の開催数



NO 126
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 5,300 5,200 98.1% 平成３０年度 2,344 1,931 82.4%

令和元年度 5,500 5,300 96.4% 令和元年度 2,345 1,906 81.3%

令和２年度 5,700 － － 令和２年度 2,580 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 教育委員会事務局学校教育部　学務課

 １ 事業名 就学事務  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 ５　明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

　【港区⽴小中学校案内冊子作成】　学校を選択希望する際の参考となるよう、港区⽴小中学校学校案内冊子を作
成し、新⼊学児童生徒等に配布しています。
　【就学時健康診断】　次年度小学校⼊学予定の児童を対象に、⼼⾝の状況を把握し、保健上必要な勧告、助⾔
を⾏うとともに適切な就学を図るため、学校保健安全法第１１条の規定により実施しなければならないものとなっていま
す。原則児童の居住している通学区域の各小学校で受診していただきますが、事情により通学区域の小学校で受診で
きなかった児童については区で別途予備日を設けて受診していただいています。

平成３０年度 8,359 0 0 8,359

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

7,684 91.9%

令和元年度 10,785 198 0 10,983 10,564 96.2%

－ － －

　【港区⽴小中学校案内冊子作成】
　「開かれた学校づくり」や「特⾊ある学校づくり」を推進し、学校の教育活動の活性化を図ることを目的に、平成15年度
から学校選択希望制を実施しています。　平成14年度以降、毎年度学校案内冊子を作成し、新⼊学児童生徒等に
配布しています。児童生徒数は年々増加傾向にあり、配布部数も増加しています。
　【就学時健康診断】
　健診予備日は例年12⽉上旬⾚坂区⺠センターにて、健診に必要根機材等を運搬、設営し実施しております。近年
の状況として、予備日は、年々受診する児童が増え続け、予定していた終了時間を超える傾向にあります。なお、学校
実施の健診日、予備日の両日参加が出来ない場合、保護者には個別で各病院を受診していただいております。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 15,105 － －

その他

平成３０年度 100.0% 8,359 0 0 0

令和元年度 100.0% 10,785 0 0 0

令和２年度 100.0% 15,105 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

【港区⽴小中学校案内冊子作成】
　学校案内冊子は、令和２年度まで区内幼稚園・保育園・区⽴小学校に在園・在籍する新⼊学児童生徒全員に配布し
ていましたが、区ホームページで閲覧可能であることから、令和３年度以降は各施設で希望者のみへの配布とします。区広報
や、新⼊学の御案内通知等に、区ホームページで学校案内冊子が閲覧可能である旨を記載し周知します。
【就学時健康診断】
 就学時健康診断は、児童の居住している通学区域の小学校で受診していただくことを原則とし、受診できなかった場合は、
別途予備日を設け、受診していただいていましたが、保護者の利便性向上や事務の効率化の観点から、通学区域以外の学
校でも、上限⼈数を設定した上で、受診できるようにし、予備日を廃止する運⽤に⾒直します。

 ８ 事業実績・指標

 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

学校案内冊子を希望者のみへの配布とすること、就学時健康診断について、通学区域外の学校でも、受診できるようにし、
予備日を廃止することから、効率性、効果性の観点で業務改善を図るため、「縮小・一部廃止」と評価します。

港区⽴小学校及び中学校における学校選択希望制実施要綱、学校保健安全法第11条

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 （18）子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する

 ４ 施策名 ⑤安全・安⼼で魅⼒ある教育環境の整備

指標２
就学時健康診断受診者

【学校案内冊子】
配布対象・・・　区内幼稚園・保育園・区⽴小学校に在園・在籍する新⼊学児童生徒及び希望者
配布時期・・・　９⽉
配布場所・・・　区内幼稚園・保育園・区⽴小学校、各総合支所・台場分室・学務課、区⽴児童館等
【就学時健康診断について】
就学時健康診断は、新小学1年生を対象に毎年10⽉〜12⽉に通学区域の各小学校及び⾚坂区⺠センターで実施
しています。⾚坂区⺠センターで実施する予備日は、各小学校の健康診断の受診が出来なかった方を対象としておりま
す。平成21年の408⼈から毎年増加し、平成30年では639⼈が対象となりました。
予備日は12⽉の第一週⼜は第⼆週の⽊曜日に年１回実施とし、事前に各家庭に通知した健康診断通知書を持参
の上、受診を⾏っております。

指標１
学校案内冊子作成数
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（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 5 5 100.0% 平成３０年度 2 2 100.0%

令和元年度 4 4 100.0% 令和元年度 0 0

令和２年度 4 － － 令和２年度 0 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 教育委員会事務局学校教育部　学務課

 １ 事業名 安全衛生の推進  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 ５　明日の港区を支える子どもたちを育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

学校給⾷調理業務従事職員の労働災害及び健康障害防止のため、給⾷調理室の空気環境測定を実施します。必
要に応じて職場環境改善委員会を開催します。

平成３０年度 546 0 0 546

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

480 87.9%

令和元年度 393 0 0 393 366 93.1%

－ － －

労働安全衛生法に基づき、安全衛生委員会を設置し、労働者の健康を確保する観点から、必要な調査審議事項と
して、給⾷調理室の空気環境測定と測定結果に基づく産業医の意⾒書取得を実施し報告しています。
ただし、令和元年度に給⾷調理をすべて業務委託に切り替えたことに伴い、安全衛生委員会を廃止しました。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 396 － －

その他

平成３０年度 100.0% 546 0 0 0

令和元年度 100.0% 393 0 0 0

令和２年度 100.0% 396 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

令和元年度から給⾷調理をすべて業務委託に切り替えたことに伴い、安全衛生委員会を廃止し意⾒聴取での対応に運⽤を
変更したことから、安全衛生に関する必要な対策は、委託業者が対応することになりました。
安全衛生委員会が廃止されたため、付議事項としての産業医からの意⾒書取得及び意⾒書の根拠となる空気環境測定委
託を実施する必要性がなくなったことから、本事業を廃止します。
なお、栄養⼠等の調理室を利⽤する職員からの意⾒聴取は、各種会議の場で随時聞き取り調査する等引き続き安全衛生
に関して対応していきます。

 ８ 事業実績・指標

 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

給⾷調理をすべて業務委託に切り替えたことに伴い、安全衛生委員会が廃止されたことから、「廃止」評価とします。

労働安全衛生法、労働安全衛生規則、労働安全衛生指針

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 (18)子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育を実施する

 ４ 施策名 ⑤　安全・安⼼で魅⼒ある教育環境の整備

指標２
安全衛生委員会の開催回数

港区が使⽤する労働者の労働環境測定として、毎年４〜６校を年２回測定し、６年周期で全小中学校の給⾷調
理室の空気環境を測定しています。

指標１
空気環境測定対象校数


